
新新年のごあいさつ年のごあいさつ
　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
や
か
に
新
年
を
お

迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
町
議
会
活
動
に
対
し
ま
し
て
格
別
な
ご
理
解
と
ご
協

力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
が
５
類
に
移
行
し
、
各
種
イ
ベ
ン
ト

が
再
開
さ
れ
る
な
ど
久
し
ぶ
り
に
活
気
の
あ
る
に
ぎ
わ
い
が
感

じ
ら
れ
た
一
方
で
、
世
界
情
勢
な
ど
の
影
響
に
よ
る
物
価
高
騰

が
事
業
者
や
町
民
の
皆
さ
ん
の

生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

た
年
で
も
あ
り
ま
し
た
。
議
会

で
は
、
５
月
に
４
年
に
一
度
の

改
選
が
行
わ
れ
、
新
人
議
員
６

人
を
含
む
２０
人
の
議
員
が
町
民

の
皆
さ
ん
か
ら
新
た
に
負
託
を
受
け
ま
し
た
。
１２
月
に
は
、
新

体
制
で
初
め
て
の
「
議
場
で
ひ
と
こ
と
」
を
開
催
し
、
参
加
い

た
だ
い
た
皆
さ
ん
か
ら
多
岐
に
わ
た
る
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
で
す
。
今
後
よ
り
一
層
、
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る

議
会
、
関
心
を
高
め
る
議
会
活
動
を
目
指
し
、
あ
ら
ゆ
る
場
面

を
通
じ
て
、
年
代
・
性
別
を
問
わ
ず
町
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
町

政
へ
届
け
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
年
も
本
町
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
し
、
議
論
を

深
め
、
知
恵
を
出
し
合
い
、
行
政
と
共
に
両
輪
と
な
っ
て
、
ま

ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
よ
り
一
層
の
ご

支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
年
の
初
め
に
当
た
り
、
町
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て

素
晴
ら
し
い
幸
多
き
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
心
か
ら
ご
祈
念

申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

　

謹
ん
で
新
年
の
お
慶
び
を
申

し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
か

ら
町
政
へ
の
温
か
い
ご
支
援
と

ご
協
力
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
。

　

長
か
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
よ

う
や
く
抜
け
出
し
、
皆
さ
ん
の
生
活
も
元
に
戻
り
つ
つ
あ
る
一

方
、
国
際
情
勢
や
気
候
変
動
に
よ
る
社
会
情
勢
の
変
化
は
、
日

常
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
踏
ま

え
、
町
は
昨
年
、
物
価
高
騰
お
よ
び
経
済
対
策
と
し
て
水
道
料

金
の
基
本
料
金
免
除
や
畜
産
農
業
者
へ
の
支
援
、
観
光
業
で
は

宿
泊
助
成
を
行
う
な
ど
、
町
独
自
の
対
策
を
講
じ
て
ま
い
り
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
、
令
和
９
年
の
全
国
和
牛
能
力
共
進
会

の
開
催
地
に
本
町
と
帯
広
市
が
決
定
し
ま
し
た
。
こ
の
大
会
は

「
和
牛
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
、
和
牛
の
改
良
の
成
果

な
ど
を
競
う
場
と
し
て
５
年
ご
と
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
３５
万

人
の
来
場
が
想
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
開
催
に
向
け
関

係
機
関
が
一
丸
と
な
り
町
を
挙
げ
て
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
も
町
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
実
施
し
て
ま
い

り
ま
す
が
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
学
校
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
町
内
の
全
小
中
学
校
に
エ
ア
コ

ン
を
整
備
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
本
町
は
、
豊
か
な
自

然
と
歴
史
、
文
化
と
伝
統
、
そ
し
て
温
か
い
人
た
ち
に
恵
ま
れ

た
素
晴
ら
し
い
町
で
す
。
皆
さ
ん
に
は
引
き
続
き
更
な
る
町
の

発
展
に
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
今
年
一
年
が
皆
さ
ん
に
と
っ
て
健
康
で
平
安
な
年

と
な
り
ま
す
こ
と
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

と
い
た
し
ま
す
。

音更町議会議長

髙 瀬 博 文

音 更 町 長

小 野 信 次

　町と町議会は、新年の喜びを皆さんと分かち合う新年交礼会を開催します。

△

と　き　１月４日㈭、午後３時（１時間程度）　

△

ところ　総合福祉センター

△  

注意事項　発熱や咳があるなど体調が悪い場合は、ご来場をお控えください。なお、感染症などの影

響により中止となる場合があります。その際は、町ホームページなどでお知らせします。

問合先　役場広報広聴課広聴係（内線２１５）

新年交礼会開催のお知らせ新年交礼会開催のお知らせ

２2024.12024.1



新型コロナワクチン接種について
　現在、町が行っている無料で受けられる新型コロナワクチン接種は令和６年３月末で終了します。接

種を希望する人は予約受付サイトまたは電話で予約してください。

問合先　保健センター内健康推進課（音更町コロナ専用ダイヤル）☎０５７０－０８０－３９６

新型コロナワクチンについての問い合わせや情報はこちら　ワクチン接種は強制ではありません。ワクチンの効果と副反応のリスク双方について理解し、ご本人

が納得した上で接種を判断してください。

◦音更町コロナ専用ダイヤル　☎０５７０－０８０－３９６

※�平日の午前８時４５分～午後５時３０分。ナビダイヤルで通常の通話料金が発生します。

◦北海道新型コロナワクチン接種相談センター　☎０１２０－３０６－１５４

※午前９時～午後５時３０分。土・日曜日、祝日も受け付け可能です。

ワクチンに関する情報サイト

▲厚生労働省 ▲北海道 ▲音更町

新型コロナワクチン接種の検討について

▲有効性・安全性・
　副反応について

▲接種予約受付
　サイト

◆秋開始接種について

接種期限 令和６年３月末まで　※期限までに１人１回まで接種を受けられます。

接種券

※�必ず、９月１

日以降に届い

た新しい接種

券を持参して

ください。

６５歳以上の人 発送済み

生後６カ月～
６４歳の人

発行申請が必要です。

①�下記の二次元バーコードから接種予約受付サイトにアクセス

し「接種券番号（１０桁）」と「生年月日」を入力し予約と同

時に発行申請をしてください。

※接種券番号は接種済証に記載しています。

②�質問項目に「接種券の有無」がありますので「無」を選択し

てください。

③�接種日の前日までにご自宅に送付します。

転入者

希望者は、町民窓口での転入手続きとは別にワクチン

接種券発行手続きが必要です。転入者専用ウェブサイ

トか保健センター窓口で手続きをしてください。

◆１２月１３日現在の秋開始接種実施状況

対象 接種回数 合計

全体（対象者） ６，９８３回 １６．１％

うち６５歳以上 ５，６６０回 ４４．２％

▲�転入者専用
ウェブサイト

◆令和６年度以降の新型コロナワクチン接種について
　令和６年度以降の新型コロナワクチン接種は、個人の重症化予防を目的とし、インフルエンザ予防接

種と同じ定期接種（Ｂ類）として実施します。対象者は、６５歳以上の高齢者、６０歳～６４歳の基礎疾患

を有し重症化リスクがある人とし、年１回秋冬の時期に接種が予定されています。なお、対象者以外で

も任意接種として接種が可能です。
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町
の
除
雪
作
業

町
の
除
雪
作
業

　

町
が
１
日
に
除
雪
す
る
距

離
は
約
千
㌔
で
、
音
更
町
か

ら
函
館
市
を
往
復
す
る
距
離

に
相
当
し
ま
す
。
こ
の
距
離

を
民
間
の
事
業
者
に
委
託
し
、

除
雪
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

町
の
除
雪
作
業
は
、
積
雪

が
１０
㌢
を
超
え
、
そ
の
後
も

降
雪
が
続
く
と
予
測
さ
れ
る

と
き
に
行
い
ま
す
。

　

除
雪
の
順
序
は
、
ま
ず
最

初
に
１
車
線
を
除
雪
し
、
そ

の
後
、
順
に
幅
を
広
げ
る
た

め
の
除
雪
を
行
い
ま
す
。

　

除
雪
の
方
法
は
、
道
路
の

通
行
が
少
し
で
も
早
く
で
き

る
よ
う
、
除
雪
車
両
で
雪
を

道
路
脇
に
か
き
分
け
る
「
か

き
分
け
除
雪
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

除
雪
車
両
に
よ
る
道
路
除

雪
後
の
各
家
庭
の
玄
関
先
に

残
っ
た
雪
の
処
理
は
、
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

な
お
、
作
業
は
夜
間
か
ら

早
朝
に
か
け
て
行
い
ま
す
が
、

積
雪
状
況
な
ど
に
よ
り
遅
れ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

町
内
会
で
行
う

町
内
会
で
行
う

除
雪
作
業

除
雪
作
業

　

町
内
会
が
行
う
宅
内
道

路
・
交
差
点
の
除
排
雪
に
は
、

町
の
補
助
事
業
「
潤
い
と
思

い
や
り
の
地
域
づ
く
り
事
業
」

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
役
場
広
報
広

聴
課
広
聴
係（
内
線
２
１
５
）

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
が
使
う
道
路
を
少
し
で
も
早
く
除
雪
す
る
た
め
、

町
は
民
間
事
業
者
に
委
託
し
、
除
雪
作
業
の
体
制
を
整
え

て
い
ま
す
。
作
業
を
順
調
に
行
う
た
め
に
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆深夜や早朝の作業にご協力ください

　通勤・通学の時間帯までに除雪を完了させるため、

深夜や早朝に作業を行う場合がありますので、ご協

力ください。

◆屋根の雪を道路に落とさないでください

　屋根の雪が道路へ落ちると、車や歩行者の通行に

危険が生じます。また、除雪効率が悪くなるほか、除

雪した跡をふさぐ可能性もありますので、雪止め金具

を付けるなどの対策をお願いします。

◆除雪車両には近寄らないでください

　除雪作業中は大変危険ですので、除雪車両などに

は絶対に近寄らないでください。また、除雪作業中

にセンターラインを越える場合がありますのでご注意

ください。

◆道路付近でのそり遊びは危険です

　そりやミニスキーなどの楽しい遊びも、道路へ飛

び出すと事故につながってしまいます。道路付近の

雪山では、遊ばないでください。

◆出入り口にたまった雪は各家庭で除雪を

　除雪車が通った後は、宅地の出入り口などに雪が

たまってしまいます。出入り口にたまった雪は、各家

庭などで除雪するようご協力をお願いします。

◆路上駐車は除雪作業の支障になります

　路上駐車は、除雪作業の支障になります。また、吹

雪のときや夜間などには事故の恐れがありますので、

路上駐車はやめましょう。

◆道路へ雪を出さないでください

　道路へ雪を出すと路面がでこぼこになります。交

通事故の原因になったり、法令に違反する場合もあ

りますので、道路への雪出しはやめましょう。

◆道路上に障害物を置かないでください

　道路敷地に障害物（ごみ収集庫、縁石段差解消の

台、看板・のぼり用のブロックなど）を置かないでくだ

さい。除雪作業で破損しても町は責任を負えません。

除雪には皆さんの除雪には皆さんの
　　　　　ご協力が必要です！　　　　　ご協力が必要です！

快適な冬を過ごすために　　　　快適な冬を過ごすために　　　　

町からのお願い町からのお願い

2024.1 ４



◦��

役
場
土
木
課
道
路
河
川
管
理
係

（
内
線
３
３
５
）

◦��

町
内
会
な
ど
で
行
う
除
雪
の
補

助
に
つ
い
て
…
役
場
広
報
広
聴

課
広
聴
係
（
内
線
２
１
５
）

問合先問合先

除
雪
に
関
す
る

除
雪
に
関
す
る問

い
合
わ
せ
先

問
い
合
わ
せ
先

◆
国
道
と
道
道
の
除
雪
に
つ
い
て

　

国
道
と
道
道
の
除
雪
は
、
そ
れ

ぞ
れ
帯
広
開
発
建
設
部
と
十
勝
総

合
振
興
局
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◦��

国
道
…
帯
広
開
発
建
設
部
帯
広

道
路
事
務
所
☎
２５

－

１
２
５
０

◦�

道
道
…
十
勝
総
合
振
興
局
帯
広

建
設
管
理
部
施
設
保
全
室
☎
２７

－

８
７
２
７

　

そ
の
他
の
道
路
や
除
雪
に
つ
い

て
は
、
各
除
雪
委
託
業
者
で
は
な

く
、
役
場
土
木
課
道
路
河
川
管
理

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

冬
期
間
は
路
面
状
況
に

冬
期
間
は
路
面
状
況
に

応
じ
た
運
転
を

応
じ
た
運
転
を

　

こ
こ
で
は
冬
期
間
の
路
面
状
況

と
安
全
運
転
に
つ
い
て
、
例
を
挙

げ
て
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

◆ 

車
間
距
離
を
十
分
に
と
り
ま
し

ょ
う

　

冬
の
道
に
は
危
険
が
た
く
さ
ん

あ
り
、
突
然
凍
結
路
面
が
現
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
車
間
距
離
は

普
段
よ
り
多
め
に
と
り
ま
し
ょ
う
。

◆
交
差
点
は
事
故
が
多
い

　

停
止
・
発
進
を
繰
り
返
す
交
差

点
で
は
、
圧
雪
が
タ
イ
ヤ
の
空
転

で
磨
か
れ
て
、
ツ
ル
ツ
ル
の
凍
結

路
面
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
特
に
注
意
が
必
要
で
す
。

◆
橋
の
上
は
凍
り
や
す
い

　

さ
え
ぎ
る
物
が
な
く
、
い
つ
も

寒
風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
橋
の
上

は
、
特
に
凍
り
や
す
い
場
所
で
す
。

ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、
注
意
し
て

渡
り
ま
し
ょ
う
。

　

冬
場
の
路
面
状
況
は
、
日
々
刻

々
と
変
化
し
ま
す
。

　

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
が
行
き
届
か

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
情
報
を
役
場

土
木
課
道
路
河
川
管
理
係
へ
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
道
の
凍
結
路
面
に
散

布
す
る
焼
砂
が
必
要
な
場
合
も
同

課
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　路上駐車は、除雪作業の支障となるばかりでなく、

交通の支障となり事故につながる恐れがあります。

　長時間の路上駐車は、駐車禁止の区間でなくても

法律違反となる場合があります。

　自動車の保管場所の確保等に関する法律（車庫法）

第１１条では、自動車の保管場所として道路を使用す

ることを禁止しており、同法第１７条では、３カ月以

下の懲役または２０万円以下の罰金について規定され

ています。

　帯広警察署では、後を絶たない違法駐車の取り締

まりを強化しています。

　自分の敷地内の雪を道路上へ出すことは、路面の

でこぼこの発生原因となったり、法律に違反する行

為です。

　道路交通法第７６条第４項第７号では、道路におけ

る交通の危険や妨害となる恐れがある行為が禁止さ

れており、その行為とは、道路交通法施行細則第１９

条第２号で、道路に雪をまき、または捨てることと

規定されています。さらに、道路交通法第１２０条では

５万円以下の罰金についても規定されています。

　帯広警察署では、危険な雪出し行為は絶対に行わ

ないよう強く指導しています。

雪出しは法律で禁止されています雪出しは法律で禁止されています

道路上での自動車の保管は法律で禁止されています道路上での自動車の保管は法律で禁止されています
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▽公表方法　町ホームページ、各担当課、広報広聴課、木野支所で閲覧できます。

▽  募集期限（必着）　１月２３日㈫

▽  提出方法　住所、氏名、年齢、意見（意見の箇所と内容）を記入し、持参、郵送、電子メールまたはファ

クスでご提出いただくか、町ホームページから受け付けフォームで提出することができます。

※郵送の場合は、広報４月号に折り込んだ「町政声のポスト」のはがきも利用できます。

提出・問合先

①��「健康おとふけ２１の策定」…【担当課】保健センター内健康推進課☎４２－２７１２、℻４２－２７１３、〒０８０－

０１０４�音更町新通８丁目５番地

②�「おとふけ生きいきプラン２１の策定」…【担当課】保健センター内高齢者福祉課☎３２

－４５６７、℻３２－４５７６、〒０８０－０１０４�音更町新通８丁目５番地

③�「おとふけ障がい福祉総合プラン２０２４の策定」…【担当課】役場福祉課障がい福祉係（内

線５１２）、℻４２－５１６０、〒０８０－０１９８�音更町元町２番地

電子メール（共通）　ｍａｉｌｂｏｘ＠ｔｏｗｎ．ｏｔｏｆｕｋｅ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｊｐ

①健康おとふけ２１（第３期）の策定①健康おとふけ２１（第３期）の策定 ②おとふけ生きいきプラン２１（第９期）の策定②おとふけ生きいきプラン２１（第９期）の策定

③おとふけ障がい福祉総合プラン２０２４の策定③おとふけ障がい福祉総合プラン２０２４の策定

　多様化する社会の中で、胎児期から高齢期に至る

までの生涯を通じた健康づくり（ライフコースアプ

ローチ）と、それを支える社会環境の整備により、「町

民が健やかで安心した生活を送ることができるまち

づくり」の実現を目指すための計画です。

▽計画期間　令和６～１７年度

▽ �基本方針　①健康寿命の延伸と健康格差の縮小②

個人の行動と健康状態の改善③社会環境の質の向

上④ライフコースアプローチを踏まえた健康づく

り⑤生きることの包括的な支援による、誰も自殺

に追い込まれることのない地域社会の実現

　高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを続けることができるよう、「健康で生きが

いを持ち、安心して暮らすことのできるまちづくり」

の実現を目指すための計画です。

▽計画期間　令和６～８年度

▽ �基本方針　①生きがい・健康づくりと、介護予防・

自立支援の推進②医療と介護の連携推進③地域で

支え合う体制の整備④認知症施策の総合的な推進

⑤高齢者の権利擁護の推進⑥ケアラーへの支援⑦

持続可能な介護保険制度の運営⑧サービスの充実

と住まいの整備

　障がいのある人が、その持てる能力と個性を十分に発揮しながら、

地域で生きいきとした生活を送ることができるよう、全ての人が共

に社会の構成員として安心して暮らす「地域共生社会」の考え方に

基づき、「障がいの有無にかかわらず当たり前に生活できるまち」の

実現を目指すための計画です。

▽計画期間　基本計画�令和３～１１年度　実施計画�令和６～８年度

▽ �基本方針　①さまざまな状況を踏まえた支援②子どもの健やかな

育成のための支援③障がいに対する理解や配慮の促進④ＩＣＴ（情

報通信技術）を活用した支援⑤安全・安心を確保するための支援

計画説明会を開催します計画説明会を開催します

　①～③の各計画の概要などについて

の説明会を開催します。

計画 と　き ところ

①
１月２２日㈪

午後６時３０分

共栄

コミセン
②

１月１８日㈭

午後６時３０分

③
１月１９日㈮

午後６時３０分

▲�町ホーム
ページ

パブリックコメントパブリックコメント　　ご意見をお寄せくださいご意見をお寄せください
　　　①�健康おとふけ２１の策定　　　①�健康おとふけ２１の策定

　　　②おとふけ生きいきプラン２１の策定　　　②おとふけ生きいきプラン２１の策定

　　　③おとふけ障がい福祉総合プラン２０２４の策定　　　③おとふけ障がい福祉総合プラン２０２４の策定
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環 境 通 信
おむつなどのごみ出しについておむつなどのごみ出しについて
指定ごみ袋の外装袋の広告募集指定ごみ袋の外装袋の広告募集
プラごみの分別状況調査プラごみの分別状況調査
防犯意識を高めましょう防犯意識を高めましょう

　年末年始は、空き巣や車上ねらいなどの窃盗事

件が増加する傾向にあります。

　犯罪の被害者とならないように防犯意識を高め

て、次のことに注意しましょう。

◆空き巣対策

　出かける前には、自宅の全ての鍵がかかっている

ことをしっかり確認しましょう。

◆車上狙い対策

　車から離れるときはわずかな時間でも施錠し、車

内の窓から見える位置に貴重品などを置かない

ようにしましょう。

◆ひったくり対策

　人通りの少ない場所はできるだけ避け、バッグな

どは建物側に持ちましょう。

◆性犯罪対策

　�できるだけ明るい道を通り、携帯電話や音楽を聴

きながらの歩行はやめましょう。

防犯意識を高めましょう

　町は、指定ごみ袋の外装袋（燃やすごみ１０㍑・１５

㍑）に広告掲載を希望する事業者を募集します。

▽募集対象　十勝管内に事業所や支店がある事業者

▽広告掲載枠の位置　指定ごみ袋の外装袋表面
▽申込期限　１月３１日㈬まで

▽  広告掲載期間　広告印刷をした指定ごみ袋の外装

袋の在庫がなくなるまでの期間

※�詳細は、町ホームページをご覧いた

だくか、役場環境生活課へお問合せ

ください。

指定ごみ袋の外装袋の広告を募集します

　今年度も町で収集したプラごみの分別状況調査を

実施しました。収集したプラごみのうち、正しく分

別されていたのは全体の７０．１％、異物が混入したも

のや汚れが付着していてリサイクルできないものは

２９．９％もあり、中にはライター・ハサミ・乾電池

など重大な事故の原因となる異物が混じっているも

のもありました。今一度ごみの分別について確認し

ていただき、正しいごみの排出をお願いします。

◦�プラごみで出せるのはプラマーク（　　）が付い

たものだけです。

◦�汚れは必ずよく洗い流してください。汚れが落ち

ないものは燃やさないごみの日に出してください。

◦�異物や汚れの確認ができないため、プラごみを入れ

た小袋をまとめて大きな袋に入れないでください。

プラごみの分別状況調査をしました

　おむつ類（紙おむつ、布おむつ、尿とりパッド、

お尻拭き）とストーマ（人工肛門）袋は燃やすごみ

の日に出すことができます。おむつ類については、

透明・半透明の袋に入れてください。ストーマ袋に

ついては、透明・半透明の袋に「医」と記入するか

貼り紙で表示してください。

　また、ごみとして出す前に可能な限り汚物を取り

除き、ストーマ袋についても、排せつ物を必ずトイ

レに流してから出してください。

おむつ・医療系ストーマ袋のごみ出しについて

役場環境生活課環境生活係（内線５６２）

同課地域安全係（内線５６５）

同課温暖化対策係（内線５６７）
問合先
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